
 

「さいたま市食の安全委員会」の概要 

 
１．目的 

 

 「さいたま市食の安全委員会」は、さいたま市における食の安全・安心の確保

を図るため、広く市民等の方々の意見・提言を施策に反映することを目的として、

設置されました。 

 主な職務は、「さいたま市食の安全委員会設置要綱」第２条に 

⑴ 食の安全・安心の確保に必要な施策に関する意見・提言 

⑵ 食の安全・安心に関する情報・意見交換 

 と定めておりますように、食の安全確保行政に関する施策の決定機関ではなく、

消費者、生産者、事業者及び学識経験者の方々との相互理解と市の施策に対する

意見聴取、市への建設的な提言等をいただくものです。 

 

２．設置年月日  平成16年８月２日 

 

３．委嘱期間(任期は２年とし再任を妨げない) 

  

 ・第９期委員：令和２年10月１日から令和４年３月31日まで 

・第10期委員：令和４年５月16日から令和６年３月31日まで 

・第11期委員：令和６年５月17日から令和８年３月31日まで 

●第12期委員：令和８年５月18日から令和10年３月31日まで（予定） 

 

 

４．委員会の開催時期 

 

 例年４回開催しております。 

 

５．委員の構成 (第12期) 13名 

 

 消 費 者（市民公募を含む） ４名（うち２名） 

 生 産 者 関 係  ３名 

 事 業 者（ 食 品 製 造 業 ） １名 

 事 業 者（加工・流通業） １名 

 事 業 者（ 販 売 業 ） １名 

 食 品 衛 生 協 会  １名 

 学 識 経 験 者  ２名 

 

 

 

 

 

資料１



 

６．委員会開催スケジュール等（予定）  

 

令和８年度 内    容   

  ４月   

５月 

〇第１回さいたま市食の安全対策会議（行政のみ） 
 ・令和７年度さいたま市食の安全基本方針アクションプランの実施結

果について 

 ・令和８年度さいたま市食の安全基本方針アクションプラン（案）に

ついて 

●第１回さいたま市食の安全委員会 
 ・令和７年度さいたま市食の安全基本方針アクションプランの実施結

果について 

 ・令和８年度さいたま市食の安全基本方針アクションプラン（案）に

ついて 

  ６月  

 ７月 
●第２回さいたま市食の安全委員会 
・施設見学 

  ８月  

 ９月  

10月  

11月 

〇第２回さいたま市食の安全対策会議（行政のみ） 
 ・令和９年度さいたま市食品衛生監視指導計画（素案）について 

●第３回さいたま市食の安全委員会 
 ・令和９年度さいたま市食品衛生監視指導計画（素案）について 

12月  

令和９年 

１月 

〇第３回さいたま市食の安全対策会議（行政のみ） 
 ・令和９年度さいたま市食品衛生監視指導計画（案）に対する意見募

集の結果について 

 ・令和９年度さいたま市食の安全基本方針アクションプラン（素案）

について 

●第４回さいたま市食の安全委員会 
 ・令和９年度さいたま市食品衛生監視指導計画（案）に対する意見募

集の結果について 

 ・令和９年度さいたま市食の安全基本方針アクションプラン（素案）

について 

２月  

３月  

 


